
 応急手当普及啓発体系

 

対　象　者 指導員･普及員養成講習 市民への普及

① 救急救命士

応急手当
指導員
講習Ⅰ
(８時間)

応急手当
指導員

※１
有効期間
(３年)

(再講習
４時間)

②
救急隊員の資格を
有する者

上級救命
講習指導
(８時間)

③
救急隊員の資格を有
していた者

④ 消防職員
応急手当
指導員
講習Ⅱ
(24時間)

⑤ 消防職員であった者

⑥
消防職員と同等以上の知
識及び技能を有すると消
防長が認める消防団員

救命入門
コース
（45分、
90分）
　
及び

普通救命
講習Ⅰ
(３時間)

及び

普通救命
講習Ⅱ
(４時間)

及び

普通救命
講習Ⅲ
(３時間)

及び

一般救急
講習指導

⑦
応急手当指導員とし
て知識技能を有する
と消防長が認めた者

応急手当
普及員
講習Ⅰ
(24時間)

応急手当
普及員

有効期間
(３年)

(再講習
３時間)

⑧ 市民（主に事業所等）

応急手当
指導員
講習Ⅲ
(16時間)

⑨
救急隊員の資格を有
していた者

応急手当
普及員
講習Ⅱ
(４時間)

⑩ 救急救命士

⑪
指導員の資格を有し
ていた者

※１ 千歳市消防本部に在職していた職員は、退職後３年間資格が有効。
※２ 各養成講習については、受講者全員がe-ラーニングを受講した場合講習時間を
短縮することができる。
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